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(57)【要約】
　本発明は、被検体（１２）内に導入可能であるシャフ
ト（３０；１０２）を備えた内視鏡（２６；１００）と
、データ処理ユニット（３６）とを含む、特に医学的応
用のための内視鏡装置であって、３つ以上の光学的撮像
ユニット（５０、５２、５４）がそれぞれ、前記シャフ
ト（３０；１０２）上の遠位に配置された撮像素子（５
６、５８、６０）と、この撮像素子に関連付けられた、
前記データ処理ユニット（３６）に画像データセット（
７８、８０、８２）を提供するための画像センサ（７０
、７２、７４）とを有する内視鏡装置において、前記デ
ータ処理ユニット（３６）が、前記画像データセット（
７８、８０、８２）を使用してこの画像データセットに
おける対応する画像点を決定し、前記被検体（１２）内
で前記撮像ユニット（５０、５２、５４）により撮像さ
れた被写体（１４）の３Ｄ表面データセットを生成する
ように構成及びプログラムされる、内視鏡装置に関する
。更に本発明は、内視鏡検査の方法に関する。



(2) JP 2019-521778 A 2019.8.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体（１２）内に導入可能であるシャフト（３０；１０２）を備えた内視鏡（２６；
１００）と、データ処理ユニット（３６）とを含む、特に医学的応用のための内視鏡装置
であって、
　３つ以上の光学的撮像ユニット（５０、５２、５４）がそれぞれ、前記シャフト（３０
；１０２）上の遠位に配置された撮像素子（５６、５８、６０）と、該撮像素子に関連付
けられた、前記データ処理ユニット（３６）に画像データセット（７８、８０、８２）を
提供するための画像センサ（７０、７２、７４）とを有する、内視鏡装置において、
　前記データ処理ユニット（３６）が、前記画像データセット（７８、８０、８２）を使
用して該画像データセットにおける対応する画像点を決定し、前記被検体（１２）内で前
記撮像ユニット（５０、５２、５４）により撮像された被写体（１４）の３Ｄ表面データ
セットを生成するように構成及びプログラムされる、内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記データ処理ユニット（３６）が、前記３Ｄデータ
セットをリアルタイムで生成するために、前記対応する画像点を決定すること、を特徴と
する装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の装置であって、前記被写体（１４）の位置及び／又は形状の変
化が、前記装置（１０）により時間に応じて決定可能であること、を特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の装置であって、
　前記データ処理ユニット（３６）が、２つの画像データセット（７８、８０）を使用し
て立体画像データセットを生成し、該立体画像データセットが、少なくとも１つの更なる
画像データセット（８２）における対応する画像点について調べられ、
　特に、前記データ処理ユニット（３６）が、前記２つの画像データセットの各々から立
体画像データセットを生成し、該立体画像データセットがそれぞれ、更なる画像データセ
ットにおける対応する画像点について調べられること、
を特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の装置であって、
　前記装置（１０）が、前記データ処理ユニット（３６）に連結された表示ユニット（４
６）を含むこと、及び
　前記データ処理ユニット（３６）が、２つの画像データセット（７８、８０）を使用し
て前記被写体（１４）の立体画像（１０４）を生成し、該立体画像を前記表示ユニット（
４６）上で表現すること、及び／又は
　前記データ処理ユニット（３６）が、前記３Ｄデータセットの画像（１０６）を前記表
示ユニット（４６）上で表現すること、
を特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の装置であって、前記撮像素子（５６、５８、６０
）が、前記シャフト（１０２）上で同一線上に配置されること、を特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の装置であって、前記撮像素子（５６、５８、６０
）のうちの１つが、前記シャフト（３０）上で、２つの更なる撮像素子（５６、５８、６
０）により形成される基部に関して対称に配置されること、を特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の装置であって、前記撮像素子（５６、５８、６０
）が、前記シャフト（３０）上で規則的な配置に、例えば二等辺三角形、特に正三角形に
配置されること、を特徴とする装置。
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【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の装置であって、
　少なくとも２つの撮像素子（５６、５８、６０）が、互いに平面に配置されること、及
び／又は
　少なくとも２つの画像センサ（７０、７２、７４）が、互いに平面に配置されること、
を特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の装置であって、前記画像センサが、前記シャフト
内に配置されると共に、信号線を経由して前記データ処理ユニットに連結され、該データ
処理ユニットが、前記被検体の外部に位置決めされること、を特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の装置であって、前記撮像素子（５６、５８、６０
）が、前記シャフト（３０；１０２）内を案内される導光素子を経由して前記画像センサ
（７０、７２、７４）に連結され、該画像センサ（７０、７２、７４）が、前記被検体（
１２）の外部でハウジング（３４）内に配置されることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の装置であって、前記装置（１０）が、前記被検
体（１２）内に導入可能である少なくとも１つの照明素子（９４、９６、９８）を有する
照明ユニット（８６）を含むこと、を特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であって、複数の照明素子（９４、９６、９８）が設けられ、
好ましくは、照明素子（９４、９６、９８）が各撮像ユニット（５０、５２、５４）に関
連付けられること、を特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の装置であって、前記照明素子（９４、９６、９８）が、前
記シャフト（３０；１０２）内を案内される少なくとも１つの導光体を含む又は形成する
こと、を特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置であって、前記導光体が、前記シャフト（３０；１０２）内で
、特に前記シャフト（３０；１０２）上の遠位に、互いに対して対称に及び／又は前記撮
像素子（５６、５８、６０）に関して対称に配置されること、を特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の装置であって、前記導光体が、前記シャフト（３０；１０２）の軸
（６８）に関して、前記撮像素子（５６、５８、６０）の径方向外側に配置されること、
を特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の装置であって、前記シャフト（３０；１０２）
が、剛性又は可撓性であること、を特徴とする装置。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の装置であって、前記３つ以上の画像センサ（７
０、７２、７４）のうちの少なくとも２つが、分光感度及び／又は分解能について互いに
相違すること、を特徴とする装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の装置であって、少なくとも１つの画像センサ（
７０、７２、７４）の分光感度が、赤外線の範囲内、可視スペクトルの範囲内、又は紫外
線の範囲内にあること、を特徴とする装置。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の装置であって、前記３つ以上の画像センサ（７
０、７２、７４）のうちの少なくとも２つが、特にモノクロセンサ又はカラーセンサとし
て、分解能及び／又は分光感度について同一の構成を有すること、を特徴とする装置。
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【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の装置であって、２つの画像センサ（７０、７２
、７４）がモノクロセンサであり、第３の画像センサ（７０、７２、７４）がカラー画像
センサであること、を特徴とする装置。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載の装置であって、
　少なくとも１つの画像センサが、距離画像データセットを提供する飛行時間型センサで
ある又は該飛行時間型センサを含むこと、及び
　前記データ処理ユニットが、前記距離画像データセットを使用して、他の画像データセ
ットから得られる立体画像データセットとの比較を目的に距離情報の項目を決定すること
、
を特徴とする装置。
【請求項２３】
　請求項１～２２のいずれか１項に記載の装置であって、前記データ処理ユニット（３６
）を使用して、前記撮像ユニット（５０、５２、５４）の撮像特性の監視が遂行可能であ
り、設定値条件と不一致である場合、好ましくはこの事実の表示が出力可能であること、
を特徴とする装置。
【請求項２４】
　請求項１～２３のいずれか１項に記載の装置であって、前記装置（１０）が、前記被検
体（１２）内での取扱いを目的に少なくとも１つの器具（１０８）を有し、前記器具（１
０８）がコーディング（１１２）を含み、該コーディング（１１２）が、前記器具（１０
８）の識別を目的に、前記データ処理ユニット（３６）により前記画像データセット（７
８、８０、８２）において検知可能であること、を特徴とする装置。
【請求項２５】
　内視鏡のシャフトが被検体内に導入され、前記被検体内の被写体が撮像される、特に医
学的応用のための、被検体の内視鏡検査の方法であって、
　前記シャフト上の遠位に配置される撮像素子と、該撮像素子に関連付けられた画像セン
サとをそれぞれ有する３つ以上の光学的撮像ユニットが、前記データ処理ユニットに画像
データセットを提供することを目的に設けられ、
　前記データ処理ユニットが、前記画像データセットを使用して該画像データセットにお
ける対応する画像点を決定し、前記撮像ユニットにより撮像された前記被写体の３Ｄ表面
データセットを生成する、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に医学的応用のための撮像内視鏡装置であって、被検体内に導入可能であ
るシャフトを備えた内視鏡と、データ処理ユニットと、前記データ処理ユニットに画像デ
ータセットを提供するための光学的撮像ユニットとを含む装置に関する。
【０００２】
　更に本発明は、内視鏡のシャフトが被検体内に導入され、被検体内の被写体が撮像され
る、特に医学的応用のための被検体の内視鏡検査の方法であって、データ処理ユニットに
画像データセットが提供される、方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　以下で特に医学的応用を参照して本発明を記載するが、本発明はこの応用分野に制限さ
れるものではない。内視鏡検査は、例えば工業用品の製造又は保守との関連でも実行する
ことができる。これに関する応用例として、WO 2013/045108 A1に記載されているような
ガスタービンの内視鏡検査がある。
【０００４】
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　医学的応用においては、外科手術を支援しつつ腔内の内臓等の被写体を撮像するために
、内視鏡のシャフトが、被検体としての（人間又は動物の）身体内に導入される。手術中
に外科医により使用される外科用器具を撮像することも可能である。この関連で、被写体
の空間表現を外科医に提供するための立体内視鏡の使用が知られている。
【０００５】
　WO 2006/005061 A2は、３つの光学的撮像ユニットが使用される装置を記載する。２つ
の撮像ユニットを使用して、表示ユニットにて外科医に立体画像を表示することができる
。外科医に付加的な情報を提供するために、第３の撮像ユニットを使用して付加的な画像
を生成し、この付加的な画像を例えば立体画像への挿入物として表現することが更に可能
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】WO 2013/045108 A1
【特許文献２】WO 2006/005061 A2
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記被検体をより包括的に検査することを目的に付加的な情報をそれにより得ることの
できる内視鏡装置及び内視鏡検査の方法を提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、被検体内に導入可能であるシャフトを備えた内視鏡と、データ処理ユニッ
トとを含む、特に医学的応用のための本発明による内視鏡装置であって、３つ以上の光学
的撮像ユニットがそれぞれ、前記シャフト上の遠位に配置された撮像素子と、該撮像素子
に関連付けられた、前記データ処理ユニットに画像データセットを提供するための画像セ
ンサとを有する、内視鏡装置において、前記データ処理ユニットが、前記画像データセッ
トを使用してこれらの画像データセットにおける対応する画像点を決定すると共に、前記
被検体内で前記撮像ユニットにより撮像された被写体の３Ｄ表面データセットを生成する
ように構成及びプログラムされる、内視鏡装置により達成される。
【０００９】
　本発明による前記装置において、少なくとも３つの撮像ユニットが使用されることが実
現されるが、有利な実施形態では４つ以上の撮像ユニットを提供することも可能である。
前記シャフト上の遠位に配置されるのは撮像素子であり、その視野内には撮像用の被写体
が位置する。前記撮像素子により、集束された光を前記画像センサに送信することができ
る。前記画像センサは、前記シャフト内に又は前記被検体の外部に位置決めされたハウジ
ング内に配置することができる。前記データ処理ユニットは、前記画像データセットを対
応する（いわゆる一致する）画像点について検査するのであり、その際３つ以上の画像セ
ンサの好ましくは全ての前記画像センサの前記画像データセットが考慮に入れられる。本
発明によれば、先行技術から知られている装置とは対照的に、観測された光景の３Ｄ復元
が可能であるという可能性がある。３つ以上の画像データセットを提供することにより、
周知のように立体画像データセットの評価中に生じ得るどんな曖昧さ及び不正確さを大い
に排除することができる。故に、前記装置を使用して、撮像された被写体のより高い精度
を特徴とする３Ｄ表面データセットを生成することが可能である。前記３Ｄ表面データセ
ットは更なる内視鏡検査のための基礎として使用することができるのであり、３Ｄ表面デ
ータセットは、例えば１つ以上の被写体の位置及び／又は形状の変化を時間に応じて検知
するために考慮に入れられる。以下に、より詳細に検討される点がある。
【００１０】
　本発明による前記装置は、医療内視鏡検査にとって特に適切である。特に身体内の空間
条件が制限されていることを考慮に入れると、これらの検査は、前記患者に対し極力低い
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侵襲性を保つために（例えば任意の付加的な切開が回避されるべきである）内視鏡装置を
コンパクトにせねばならないという難題に直面する。内生構造体を検知し、復元し、識別
すると、これらの内生構造体は、大部分がテクスチャを欠いており、従って画像処理技術
を使用して分析することが簡単である構造特性を僅かしか持たないということが特に厄介
であると分かる。厄介さの別の原因には、著しい肌理がこれらの内生構造体に不足してお
り水又は血液等の体液が内生構造体に付着する結果としての反射作用が内生構造体からあ
り、前記画像データセットにおいてこれらの反射作用は苦労してようやく分析できるもの
であるということがある。ここで、本質的に望ましくない反射作用の識別の原因として前
記身体の内部の照明があるが、照明はそれでも必要なものである。更に空間的な制約のた
め、実務では開口の大きい撮像素子が使用され、これらの開口により前記画像データセッ
トに歪曲収差が引き起こされ、小さい被写界深度しか可能でないという問題がある。被写
界深度が小さいことも、前記シャフト上の遠位にある前記撮像素子間の基部の距離が小さ
いことにより生じる。少なくとも３つの画像データセットを活用することにより、曖昧さ
を相当程度排除し、故に前記撮像された被写体の全体としてより信頼できる情報を得るこ
とが本発明により可能になる。
【００１１】
　前記３Ｄ表面データセットは、有限個の点から作成されるいわゆる「雲点」から生成す
ることができ、又は識別された前記対応する画像点から決定された、この種類の有限個の
点を含む。
【００１２】
　前記３つ以上の画像データセットにおける対応する画像点を識別し決定することを目的
に、当業者ならば、当業者にとって既知であるアルゴリズムを利用して、例えば芯線交差
法によりマルチ画像マッチングを行うことができる。
【００１３】
　前記データ処理ユニットが、前記３Ｄデータセットをリアルタイムで、例えば数秒間隔
で、好ましくはミリ秒の範囲内で生成するために、前記対応する画像点を決定すると好適
である。従って、前記３Ｄ表面データセットが表示ユニット上に表示されれば、被写体を
或る程度リアルタイムで表現することができる。
【００１４】
　有利なことに、前記被写体の位置及び／又は形状の変化が、前記装置により時間に応じ
て決定可能である。このことは、特に前記被写体を少なくとも部分的に追跡できることを
意味すると理解すべきである。場所、及び／又は配向の変化を伴う前記被写体の移動、及
び／又は１つ以上の被写体の形状の変化を、連続する３Ｄデータセットが互いに相違する
という点で前記データ処理ユニットにより決定できるのであり、１つ以上の前記被写体は
、いずれの場合も前記３Ｄデータセットにおいて（好ましくは同時に）識別することがで
き、故に時間に応じて追跡することができる。このことは、使用者にとって大きな利益を
生み出す。医療内視鏡との関連でいえば、この医療内視鏡により例えば脈動器官が識別さ
れ追跡されることが可能になる。
【００１５】
　前記データ処理ユニットが、２つの画像データセットを使用して立体画像データセット
を生成し、この立体画像データセットが、少なくとも１つの更なる画像データセットにお
ける対応する画像点について調べられることを実現することができる。
【００１６】
　更に、それぞれの２つの画像データセットが互いに立体的に組み合わされて更なる画像
データセットと比較されることを実現することができる。それ故に好適な実施形態におい
て、前記データ処理ユニットが、前記２つの画像データセットの各々から立体画像データ
セットを生成し、この立体画像データセットがそれぞれ、更なる画像データセットにおけ
る対応する画像点について調べられると有利である。
【００１７】
　前記装置が、前記データ処理ユニットに連結された表示ユニットを含むことを実現する
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ことができる。
【００１８】
　前記データ処理ユニットが、２つの画像データセットを使用して前記被写体の立体画像
を生成し、この立体画像を前記表示ユニット上で表現すると好ましい。前記被検体内で前
記内視鏡を案内することを目的に、使用者に‐例えば前記外科医に‐直観的に理解可能な
立体画像を表示することが可能である。
【００１９】
　別法として又は追加として、前記データ処理ユニットが、前記３Ｄデータセットの画像
を特に時間に応じて前記表示ユニット上で表現すると好ましい。前記データ処理ユニット
により前記被写体を画像情報から復元させて生成される前記３Ｄ（表面）データセットは
、内視鏡手術中に、価値のある付加的な情報を使用者に与えることができる。前記被写体
の関心のある特性を際立たせるために、人工的な色彩での表示が可能である。有利なこと
に、使用者が表現された前記３Ｄデータセット内を見て回ることが可能であり、このこと
を目的に前記内視鏡を案内する必要無しに前記被写体を異なる側面から閲覧することがで
きる。
【００２０】
　有利な実施形態において、前記撮像素子は前記シャフト上で同一線上に配置することが
できる。前記シャフトの遠位端の平面図において、前記撮像素子は互いに隣接して、例え
ば等距離のところに横たわらせて位置決めすることができる。この場合、前記撮像素子に
より規定されるそれぞれの軸は、前記撮像素子を通過する直線に沿って配置される及び／
又は対で互いに平行に配向される。
【００２１】
　異なる種類の有利な実施形態において、前記撮像素子のうちの１つが、前記シャフト上
で、２つの更なる他の撮像素子により形成される基部に関して対称に配置されると好まし
い。例えば、２つの撮像素子が立体系の基部を形成し、第３の撮像素子が前記基部に関し
て対称に位置決めされる。
【００２２】
　好ましくは、特に最後に挙げた有利な実施形態において、前記撮像素子が、前記シャフ
ト上でいずれの場合も、前記シャフトの平面図に関して近位方向において規則的に、例え
ば二等辺三角形、特に正三角形に配置される。前記撮像素子、例えば３つの撮像素子の規
則的配置を正三角形にすれば、極力コンパクトな前記内視鏡の組立てを達成することが可
能である。
【００２３】
　少なくとも２つの撮像素子が互いに平面に配置されると好ましいことが分かる。本文献
において当業者であれば、これにより特に前記撮像素子の光軸が互いに平行に配向される
ことを理解することができる。好ましくは、前記撮像素子の光学面、特にレンズ面は合致
する。
【００２４】
　別法として又は追加として、少なくとも２つの画像センサが互いに平面に配置されるこ
とを実現することができる。本文献においてこのことは、特に前記画像センサにより形成
される平面が合致し得る又は互いに平行に配置され得ることを意味すると理解することが
できる。
【００２５】
　有利な実施形態において、全ての前記撮像素子及び／又は全ての前記画像センサがそれ
ぞれ、互いに平面に配置されることが実現される。
【００２６】
　前記撮像素子の光学的撮像特性（開口、焦点距離等）は、好ましくは同一である。前記
撮像ユニットの撮像特性は、総じて同一とすることができる。
【００２７】
　有利な実施形態において、前記画像センサが、前記シャフト内に配置されると共に、信
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号線を経由して前記データ処理ユニットに連結され、このデータ処理ユニットが前記被検
体の外部に位置決めされると好ましい。特に、いわゆる「チップオンティップ」内視鏡を
提供することができる。
【００２８】
　異なる種類の有利な実施形態において、前記撮像素子が、前記シャフト内を案内される
導光素子を経由して前記画像センサに連結され、これらの画像センサが前記被検体の外部
でハウジング内に配置されることが実現される。被写体は、前記撮像素子を経由して前記
導光素子内へと撮像され、これらの導光素子を経由して、前記被検体の外部に配置された
前記画像センサに送られる。
【００２９】
　前記装置が、前記被検体内に導入可能である少なくとも１つの照明素子を有する照明ユ
ニットを含むと好ましいことが分かる。このことは、光景を照明して被写体の上質な画像
を生成する可能性を提供する。
【００３０】
　有利なことに複数の照明素子が設けられる。この装置を操作する者にとって前記装置が
極力多用性を備えた状態で使用可能であるように、前記照明素子は、好ましくは互いに関
して自由に位置決め可能とすることができ、及び／又は、好ましくは、互いと無関係に作
動可能又は作動停止可能とすることができる。
【００３１】
　好ましくは、照明素子が各撮像ユニットに関連付けられ、照明素子の数は撮像ユニット
の数と同じにすることができる。
【００３２】
　前記照明素子が、前記シャフト内を案内される少なくとも１つの導光体を含む又は形成
すると好ましい。前記導光体が前記シャフト内に組み入れられることにより、前記シャフ
トに加えて前記被検体内に導入可能である照明素子を無しで済ますことが可能になる。こ
のことにより、内視鏡を動かすと前記導光体が同時に移動するという点で、この装置を操
作する者に対する前記装置の取扱いが簡素化される。結果として、前記導光体が前記撮像
素子の前記視野を有利に照明するようになっている場合、高品質な光学的撮像を達成する
ことができる。前記導光体は、例えば前記シャフト内を案内される光ファイバの束である
又はこの束を含む。
【００３３】
　複数の導光体がある場合、好ましくは前記導光体が、前記シャフト内で特に平面図で見
て前記シャフト上の遠位に、互いに対して対称に及び／又は前記撮像素子に関して対称に
配置されることが実現される。ここで、前記撮像素子の視野の照明は極力均一であること
が望ましい。
【００３４】
　反射作用を最小にすることを目的に、前記導光体は有利なことに、前記シャフトの軸に
関して前記撮像素子の径方向外側に配置することができる。本文献において、このことは
、特に前記導光体が前記撮像素子の軸よりも、径方向で前記シャフト軸から遠くへと離間
することを意味すると理解することができる。
【００３５】
　前記シャフトは、剛性又は可撓性とすることができる。可撓性のシャフトである場合、
前記シャフトの可撓性の性質を硬くすることを実現することができる。
【００３６】
　以下で、前記画像センサの異なる実施形態に存在し得る異なる構成を検討する。原則と
して、画像センサは交換することが考えられ、その場合、上で説明したように、前記被検
体の外部に配置されたハウジング内にこれらの画像センサを配置することが有利なことが
ある。
【００３７】
　前記３つ以上の画像センサのうちの少なくとも２つが、それらの分光感度及び／又は分
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解能について互いに相違することを実現することができる。
【００３８】
　例えば、少なくとも１つの画像センサの分光感度が、赤外線の範囲内、可視スペクトル
の範囲内、又は紫外線の範囲内にあり得る。ＩＲ又はＵＶ互換画像センサを使用する結果
として、立体内視鏡を包含する、可視スペクトルの範囲内の感度を有する従来の内視鏡で
は利用可能でない情報を、前記装置を操作する者に提供することができる。
【００３９】
　前記装置の有利な実施において、前記３つ以上の画像センサのうちの少なくとも２つが
、それらの分光感度及び／又は分解能について同一の構成を有することができる。
【００４０】
　例えば２つの画像センサが、グレースケール用又は色値（モノクロカラー）用モノクロ
センサである。例えば２つのモノクロ画像センサを、カラー画像センサ（例えばＲＧＢ）
と組み合わせることができる。前記モノクロセンサの前記画像データセットは、高分解能
での立体視用に使用することができる。高分解能の３次元カラー表現では、前記モノクロ
画像データセットは前記カラー画像データセットの助けを借りて彩色することができる。
ここで、例えばパンシャープン法を採用することができる。別法として又は追加として、
前記カラー画像データセットを、制御画像として及び／又は前記モノクロ画像データセッ
ト内の異常値を識別するために、活用することができる。
【００４１】
　異なる種類の有利な実施形態において、例えば２つのカラー画像センサ（例えばＲＧＢ
）及び分光感度が赤外線又は紫外線等、別の波長範囲内にある第３の画像センサが設けら
れる。場合によって、別のスペクトル範囲内における前記画像データセットの分解能が低
ければ、カラー画像データセットを用いて、例えばパンシャープンを使用して補償するこ
とができる。
【００４２】
　言及したように、２つの画像センサはモノクロセンサとすることができ、第３の画像セ
ンサはカラー画像センサとすることができる。
【００４３】
　異なる種類の有利な実施形態において、少なくとも１つの画像センサが、距離画像デー
タセットを提供する飛行時間型センサであり又はこのセンサを含み、前記データ処理ユニ
ットが、前記距離画像データセットを使用して、他の画像データセットから得られる立体
画像データセットとの比較を目的に距離情報の項目を決定することを実現することができ
る。このことにより、ステレオマッチング用に、被写体からの表面の近接値が決定される
ことが可能になる。
【００４４】
　前記データ処理ユニットを使用して、前記撮像ユニットの撮像特性を監視が遂行可能で
あり、設定値条件と不一致である場合、好ましくはこの事実の表示が出力可能であると好
ましい。前記データ処理ユニットは、例えば対応する画像点を時間に応じて監視すること
ができ、故に前記画像データセットの連続的監視を或る程度遂行することができる。この
ことは、外因又は例えば前記内視鏡の昇温により前記撮像ユニットの配向が変化し、従っ
て撮像特性が変化する場合に有利である。表示がある場合、前記装置を操作する者にこの
状況を通知することができる。別法として又は追加として、前記データ処理ユニットが変
化した撮像特性の自動補償を遂行できると好ましい。
【００４５】
　前記装置は、前記被検体内での取扱いを目的に少なくとも１つの器具を有することがで
きる。前記器具、例えば外科用器具は、好ましくはコーディングを含み、コーディングが
前記器具の識別を目的に、前記データ処理ユニットにより前記画像データセットにおいて
検知可能である。結果として、前記器具は場所及び／又は配向について、特にその位置に
関する時間に応じて追跡することができる。手術中に前記装置を操作する者を支援するこ
とを目的に、このようにして追跡される前記器具が、表示された被写体の３Ｄデータセッ
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トにおいて表現されることが有利である。
【００４６】
　導入部で言及した目的は、内視鏡のシャフトが被検体内に導入され、前記被検体内の被
写体が撮像される、特に医学的応用のための被検体の内視鏡検査用の本発明による方法で
あって、前記シャフト上の遠位に配置される撮像素子と、これらの撮像素子に関連付けら
れた画像センサとをそれぞれ有する３つ以上の光学的撮像ユニットが設けられ、前記デー
タ処理ユニットが、前記画像データセットを使用してこれらの画像データセットにおける
対応する画像点を決定し、前記撮像ユニットにより撮像された前記被写体の３Ｄ表面デー
タセットを生成する、方法により達成される。
【００４７】
　本発明による前記装置の説明と合わせて既に言及した利点を、前記方法を使用して同じ
ように達成することができる。これに関して、読者は上の記述を参照することができる。
【００４８】
　前記方法の有利な例示的実施形態は、前記装置の有利な実施形態から生じるものである
ため、これに関しても読者は上の説明を参照することができる。
【００４９】
　本発明の好適な実施形態の以下の記載は、図面と合わせると、本発明をより詳細に説明
するように働く。本発明による前記方法は、本発明による前記装置を使用して遂行するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】外科医による患者への医学的応用のための本発明による内視鏡装置。
【図２】概略的な形態で示す図１の装置。
【図３】図２の矢印「Ａ」の方向における装置の内視鏡のシャフトの遠位端の図。
【図４】内視鏡の、異なる種類の構成における図３による図。
【図５】検査を受ける患者の身体における外科用器具及び被写体（器官又は同等のもの）
の立体画像。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　図１及び図２は、本発明による撮像内視鏡装置の参照符号１０を担持する有利な実施形
態を、概略的な形態において示す。装置１０が被検体１２の内視鏡検査に使用され、被検
体内で被写体が検査される。それらの被写体のうち、図５は例として被写体１４を示す。
撮像されるべき被写体は複数提供することができ、本事例ではこれらの被写体を同時に検
査することができる。
【００５２】
　外科手術を例として装置１０の使用を示すが、本発明は医学的応用に制限されるもので
はない。例えば、工業用装置を製造中及び保守中に監視するために内視鏡装置を使用する
こともできる。
【００５３】
　以下で説明するように、装置１０は３つの撮像ユニットを含む。既に言及したように、
他の種類の実施形態が４つ以上の撮像ユニットを含むことができる。
【００５４】
　それ故に、本例示的応用において被検体１２は患者１８の身体１６であり、被写体１４
は、例えば腹腔２２内の検査器官２０である。装置１０を操作する者は外科医２４である
。
【００５５】
　装置１０は、外科医２４により手動で案内されると共に、持ち手部２８及びシャフト３
０を有する内視鏡２６を含み、シャフト３０は、持ち手部上で保持されて身体１６内に少
なくとも部分的に導入可能である。シャフト３０は遠位端３２を有し、遠位端３２は内視
鏡２６が使用中のとき、外科医２４から遠く離れた端部に配置される。持ち手部２８は、
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ハウジング３４を含む又はハウジング３４を形成する。
【００５６】
　本事例において、シャフト３０は剛性であるように構成されるが可撓性とすることもで
きよう。別法として又は追加として、シャフト３０はその位置が可変であるように持ち手
部２８上で保持されることを実現することができる。
【００５７】
　更に装置１０はデータ処理ユニット３６を含み、データ処理ユニット３６は、本事例に
おいて、信号を送出できるよう互いに連結されると共に、ハウジング３８、４０内に配置
される２つの構成部品を含む。ハウジング３８内にはデータ処理ユニット３６の評価ユニ
ット４２が収容され、ハウジング４０内にはプロセッサユニット４４が収容される。言う
までもないことであるが、評価ユニット４２と、この評価ユニットに連結されたプロセッ
サユニット４４の両方を収容する共通のハウジングをデータ処理ユニット３６が有するこ
とも考えられる。
【００５８】
　データ処理ユニット３６は、特に画像ディスプレイ４８を含む表示ユニット４６に連結
される。
【００５９】
　本文献において、装置１０は３つの光学的撮像ユニット５０、５２、及び５４を含む。
各撮像ユニット５０、５２、５４は、シャフト３０内で遠位端３２に装着される撮像素子
５６、５８、及び６０をそれぞれ含む。撮像素子５６、５８、６０は、好ましくは、同一
の構成を有することができ、例えばレンズの形態である。
【００６０】
　撮像素子５６、５８、６０は、シャフト３０の遠位端３２にて互いに関して平面配置に
配置され、これによって規定される軸６２、６４、及び６６がそれぞれ、互いに平行に、
かつシャフト３０により規定される軸６８に対して平行に走る。撮像素子５６、５８、及
び６０のレンズ面は合致する。
【００６１】
　撮像素子５６、５８、及び６０は、シャフト３０上で互いに関して対称に、正三角形に
位置決めされる（図３、シャフト３０の遠位端３２を近位方向において軸方向に見ている
）。
【００６２】
　各撮像素子５６、５８、及び６０は、腹腔２２の領域、特に器官２０を中に配置するこ
とのできる視野（図面には示さず）を規定する。撮像素子５６、５８、６０のそれぞれの
視野内の被写体が、撮像ユニット５０、５２、及び５４それぞれの画像センサ７０、７２
、及び７４上にそれぞれ撮像される。それぞれの画像センサ７０、７２、及び７４は、各
撮像素子５６、５８、６０に関連付けられる（つまり、５６が７０と組になり、５８が７
２と組になり、６０が７４と組になる）。
【００６３】
　撮像素子５６、５８、６０により集められた光が、シャフト３０内を案内される導光素
子（図面には示さず）により、持ち手部２８のハウジング３４まで案内され、ハウジング
３４内に画像センサ７０、７２、７４が配置される。画像センサ７０、７２、７４のそれ
ぞれの上に光を結像するために、更なる撮像素子（図示せず）を設けることができる。
【００６４】
　別の種類の有利な実施形態において、シャフト３０内に直接、例えば撮像素子５６、５
８、６０に対して近位に直接、画像センサが位置決めされ、その結果として導光素子を無
しで済ますことができることを実現することができる。
【００６５】
　画像センサ７０、７２、７４は、信号線７６を経由して評価ユニット４２に連結される
。１つの画像センサ７０、７２、７４により各々提供されたそれぞれの画像データセット
７８、８０、及び８２を、評価ユニット４２の評価部材８４（図２に概略的に示す）によ
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り前処理することができる。画像データセット７８、８０、及び８２、及び／又は前処理
された情報を、プロセッサユニット４４の処理部材８５に供給することができる。
【００６６】
　総じてデータ処理ユニット３６の構成及びプログラミングの理由で、画像センサ７０、
７２、及び７４それぞれの画像データセット７８、８０、及び８２を分析することが可能
である。
【００６７】
　装置１０の撮像特性を改良するために、装置１０は身体の内部における光景を照明する
ための照明ユニット８６を含む。照明ユニット８６は光源８８を含み、光源８８は、本事
例において内視鏡２６の外部にあるハウジング９０内で収容される。ハウジング９０から
内視鏡２６のハウジング３４まで、光ガイド９２が案内される。光ガイド９２に連結され
るのは３つの照明素子９４、９６、及び９８であり、３つの照明素子９４、９６、及び９
８は、本事例において、光ファイバ束の形態の導光素子の形態をとる。
【００６８】
　照明素子９４、９６、９８は、ハウジング３４からシャフト３０を通って案内され、遠
位端３２のところまで延びる。
【００６９】
　少なくとも遠位端３２の領域において、照明素子９４、９６、９８は、互いに関して正
三角形に対称に配置される（遠位端３２を近位方向で見ることに関して）。更に、照明素
子９４、９６、９８の配置には、撮像素子５６、５８、及び６０に関して対称性がある。
各照明素子９４、９６、９８は、シャフト３０の軸６８に関して、撮像素子５６、５８、
及び６０それぞれのうちの１つと正反対に配置される。
【００７０】
　このようにして、身体の内部における光景の極力一様な照明が可能になる。表示される
べき被写体での反射作用を回避することを目的に、照明素子９４、９６、９８を、遠位で
及び径方向で撮像素子５６、５８、及び６０の外側へ配置することが有利であると分かる
。
【００７１】
　本発明による装置の別の種類の有利な実施形態において、内視鏡２６とは異なる形態を
とる内視鏡１００を設けることができ、そのシャフト１０２を図４に、図３に対応するや
り方で示す。
【００７２】
　内視鏡１００の場合、撮像素子５６、５８、６０は同一線上に位置決めされ、その軸６
２、６４、及び６６はそれぞれ互いに平行に走る。中央の撮像素子の軸はシャフト１０２
の軸６８と合致する。
【００７３】
　別様に形成されたこの装置において、照明ユニット８６は２つの照明素子９４、９６を
含み、２つの照明素子９４、９６は、撮像素子５６、５８、及び６０の三重配置に側方で
隣接させて位置決めされる。
【００７４】
　既に説明したように画像センサ７０、７２、及び７４は、異なる形態をとることができ
る。例えば、画像センサ７０及び７２は、モノクロセンサとして、特にグレースケールセ
ンサとして、同一に構成される。それ故に画像センサ７０、７２は、比較的高い分解能を
達成することができる。
【００７５】
　装置１０の場合、画像センサ７４は、その分解能及び／又は分光感度について、画像セ
ンサ７０、７２と相違させることができる。本事例において、画像センサ７４は、例えば
、カラー画像表現用、例えばＲＧＢフォーマットのカラー画像センサである。
【００７６】
　データ処理ユニット３６は、画像センサ７０及び７２それぞれの画像データセット７８
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、８０から立体画像１０４を生成するように構成されプログラムされる。立体画像１０４
は表示ユニット４６上に表現することができるのであり、この立体画像が外科医２４に腹
腔２２内の光景を示し、外科医に対する内視鏡２６の案内が促進される。
【００７７】
　更にデータ処理ユニット３６は、画像データセット７８、８０、及び８２を、対応する
（いわゆる一致する）画像点について分析すると共に、画像データセット７８、８０、及
び８２における対応する画像点を識別するように構成されプログラムされる。このように
して第３の画像データセットを考慮に入れることにより、データ処理ユニット３６が、２
つの画像データセットしかない場合に発生し得る任意の曖昧さを、高レベルの精度でもっ
て排除することが可能である。
【００７８】
　データ処理ユニット３６は、画像データセット７８、８０、及び８２を使用して、撮像
された被写体、例えば器官２０の３Ｄ表面データセットを生成することができる。３Ｄデ
ータセットの３Ｄ画像１０６を表示ユニット４６上に表現することができる。３Ｄ画像１
０６に立体画像１０４を重ねることも可能である。
【００７９】
　画像データセット７８、８０、及び８２の分析は、特にリアルタイムで、１秒未満の間
隔をおいて実施することができる。画像データセット７８、８０、８２を連続的に分析す
ることにより、データ処理ユニット３６が、器官２０内の位置及び／又は形状の変化を時
間に応じて決定することが可能である。それ故、データ処理ユニット３６により器官２０
を追跡することができるのであり、いずれの場合も画像データセット７８、８０、８２を
連続的に分析する結果として、器官２０の表面はほぼリアルタイムで復元される。このこ
とは、外科医２４にとっての装置１０の有用性及び使いやすさを抜本的に増強する。特に
外科医２４は、従来の内視鏡装置の場合には利用可能でない、利用可能な付加的な情報を
有する。
【００８０】
　３つの撮像ユニット５０、５２、及び５４が考慮に入れられる際、立体表示を包含する
表示用の従来の技術が医療環境において使用される際に発生する厄介さを克服することが
可能である。既に言及したように、曖昧さを大いに排除することができる。このことによ
り、均一である又はテクスチャに欠ける器官２０の領域の表面を復元することが可能にな
る。付加的な画像情報が、画像データセット７８、８０、及び８２における対応する画像
点の検索を促進することから、被検査器官２０での反射作用はさほど邪魔にならない。
【００８１】
　更に全ての撮像素子５６、５８、及び６０、そして付加的に照明素子９４、９６、及び
９８を同じシャフト３０内に組み入れる結果として、全体として非常にコンパクトな形態
が生み出される。患者１８を低レベルの侵襲性でもって検査することが可能である。
【００８２】
　更に装置１０は、少なくとも１つの器具１０８を有することができるのであり、少なく
とも１つの器具１０８は、本事例において外科用器具１１０の形態をとる。器具１１０上
にコーディング１１２を設けることができる。本事例においてコーディング１１２は、器
具１１０のシャフト１１６上で互いから軸方向間隙をおいて配置される複数の同軸リング
１１４を含む。
【００８３】
　データ処理ユニット３６は、コーディング１１２から器具１１０を識別し、器官２０と
同様に、閲覧される被写体としてこの器具を追跡することができる。
【符号の説明】
【００８４】
１０　装置
１２　被検体
１４　被写体
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１６　身体
１８　患者
２０　器官
２２　腹腔
２４　外科医
２６　内視鏡
２８　持ち手部
３０　シャフト
３２　遠位端
３４　ハウジング
３６　データ処理ユニット
３８　ハウジング
４０　ハウジング
４２　評価ユニット
４４　プロセッサユニット
４６　表示ユニット
４８　画像ディスプレイ
５０、５２、５４　撮像ユニット
５６、５８、６０　撮像素子
６２、６４、６６　軸
６８　軸
７０、７２、７４　画像センサ
７６　信号線
７８、８０、８２　画像データセット
８４　評価部材
８５　処理部材
８６　照明ユニット
８８　光源
９０　ハウジング
９２　光ガイド
９４、９６、９８　照明素子
１００　内視鏡
１０２　シャフト
１０４　立体画像
１０６　３Ｄ画像
１０８　器具
１１０　器具
１１２　コーディング
１１４　リング
１１６　シャフト
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